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  規　　　　　則  

　山形県空港管理条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則をここに公布する。

　　平成17年６月10日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

山形県規則第44号

　　　山形県空港管理条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

　山形県空港管理条例の一部を改正する条例（平成17年３月県条例第49号）附則ただし書に規定する改正規定の施

行期日は、平成17年９月１日とする。

  告　　　　　示  

山形県告示第522号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者を次のとおり指定した。

　　平成17年６月10日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第523号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者を次のとおり指定した。

　　平成17年６月10日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第524号

　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第17条の４第１項の規定により、指定居宅支援事業者を次のとおり指

定した。

　　平成17年６月10日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指定年月日
居宅サービスの

種類　　　　　
事業所の名称及び所在地

指定居宅サービス事業者の

名称及び所在地　　　　　

平成17. 4.27訪 問 入 浴 介 護

株式会社コムスン　山形訪問入浴ケアセ

ンター

山形市陣場二丁目11番28号

株式会社コムスン

東京都港区六本木六丁目10番

１号

同　　  5.24通 所 介 護

ケアステージとこしえ山形中野目

山形市大字中野目字中野目33番地１

有限会社テイクオフ

東置賜郡川西町大字西大塚

2308番地９

指定年月日事業所の名称及び所在地指定居宅介護支援事業者の名称及び所在地

平成17. 5.19
クオリティケアサポート渋谷

東根市温泉町二丁目２番20号

有限会社渋谷別館

東根市温泉町二丁目２番20号

同
アイリスケアセンターさがえ

寒河江市大字寒河江字横道13番１号

株式会社ニチイ学館

東京都千代田区神田駿河台二丁目９番地

指定年月日
　身 体 障 害 者 居 宅　

　支 援 の 種 類　
事業所の名称及び所在地

指定居宅支援事業者の名称

及び主たる事務所の所在地

平成17. 4.22居　宅　介　護
ニッセイ・ケアサービス

鶴岡市苗津町５番31号

日成産業株式会社

鶴岡市苗津町５番31号
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山形県告示第525号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者を次のとおり指定した。

　　平成17年６月10日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第526号

　山形県農村地域工業等導入資金融通促進事業費補助金交付規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成17年６月10日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　山形県農村地域工業等導入資金融通促進事業費補助金交付規程の一部を改正する規程

　山形県農村地域工業等導入資金融通促進事業費補助金交付規程（昭和48年10月県告示第1467号）の一部を次のよ

うに改正する。

　第２条第１号中「年利率1.25パーセント」を「年利率1.15パーセント」に改め、同条第２号イ(ｲ)中「年利率1.40

パーセント」を「年利率1.30パーセント」に改め、同号イ(ﾛ)中「年利率1.55パーセント」を「年利率1.45パーセン

ト」に改める。

　　　　「

　別表中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規程は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２　改正後の第２条の規定は、平成17年４月20日以後に貸し付けられた資金について適用し、同日前に貸し付けら

れた資金については、なお従前の例による。

３　改正後の別表の規定は、平成17年４月20日以後に貸し付けられた資金に係る補助金について適用し、同日前に

貸し付けられた資金に係る補助金については、なお従前の例による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第527号

　家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第13条第１項の規定により、家畜が患畜又は疑似患畜となったことを

発見したことについて次のとおり届出があった。

　　平成17年６月10日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指定年月日事業所の名称及び所在地指定居宅介護支援事業者の名称及び所在地

平成17. 5.26
エアサポートひばり

酒田市卸町４番地の５

ケアサポートひばり有限会社

酒田市卸町４番地の５

年1.15パーセント年1.45パーセント

年0.90パーセント年1.20パーセント

年1.05パーセント年1.35パーセント

年0.80パーセント年1.10パーセント

発 生 年 月 日　発 生 場 所　頭 数
患畜、疑似

患 畜 の 別
家畜の種類

家畜伝染病

の　種　類

平成17. 5.27西置賜郡白鷹町十王4415１患　畜牛ヨ ー ネ 病
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山形県告示第528号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、若木土地改良区の次の役員が退任した旨の届出

があった。

　　平成17年６月10日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第529号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部北村山総務建築課において平成17年６月10日から同月23日まで縦覧に供

する。

　　平成17年６月10日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　尾花沢関山線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第530号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部北村山総務建築課において平成17年６月10日から同月23日まで縦覧に供

する。

　　平成17年６月10日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　路　　線　　名　　尾花沢関山線

２　供用開始の区間　　尾花沢市大字鶴巻田字東原2009番から

　　　　　　　　　　　同　　大字上柳渡戸字西原1197番38まで

３　供用開始の期日　　平成17年６月10日

  選挙管理委員会関係  

告　　　　　示

山形県選挙管理委員会告示第95号　

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定により、政治団体から次のとおり政治団体の設立の

届出があった。　

　　平成17年６月10日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会　　　　　 

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

東根市大字野川2215番地の１安 達 茂 夫理 事

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

193
 5.7～

 7.6
旧

尾花沢市大字鶴巻田字東原2009番から

同　　　大字上柳渡戸字西原1197番64まで

同　上
 7.0～

10.0
新

尾花沢市大字鶴巻田字東原2009番から

同　　　大字上柳渡戸字西原1197番38まで

メートルメートル

メートル



山　　形　　県　　公　　報 第1649号平成17年６月10日（金曜日）

637

　政　党

　その他の団体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第96号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条第１項の規定により、政治団体から次のとおり届出事項の異動の

届出があった。

　　平成17年６月10日　　

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会　　　　　 

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　政　党

　その他の政治団体

届出年月日主たる事務所の所在地
会 計 責 任 者
の 氏 名

代表者の氏名政治団体の名称

平成
17. 5.24

東根市宮崎一丁目２番17清 野 隆 悦青 柳 信 雄
自由民主党山形県東根市
第三支部　　　　　　　

届出年月日主たる事務所の所在地
会 計 責 任 者
の 氏 名

代表者の氏名政治団体の名称

平成
17. 4.28

山形市城南町二丁目２番17号小　野　由美子小 野　 仁小 野 仁 後 援 会

届出年月日

内　　　　　　　　　　　　容

異　動　事　項政 治 団 体 の 名 称

旧新

平成     
17. 4.26

新 舘 俊 雄斎 藤 康 広代 表 者

自由民主党松山町支部

斎 藤 康 広後 藤 孝 也会 計 責 任 者

平成     
17. 5.17

阿 部 正 俊加 藤 紘 一代 表 者
自由民主党山形支部連

合会　　　　　　　　
今 井 榮 喜平　 弘 造会 計 責 任 者

平成     
17. 5.27

澤 渡 和 郎峯　 田　 豊 太 郎代 表 者

自由民主党山形市支部

峯　 田　 豊 太 郎斎 藤 武 弘会 計 責 任 者

平成     
17. 5.31

下 山　 博佐 藤 勝 雄代 表 者

自由民主党村山市支部

柴 﨑 友 利大 山 正 弘会 計 責 任 者

届出年月日

内　　　　　　　　　　　　容

異　動　事　項政 治 団 体 の 名 称

旧新

平成     
17. 4.25

青柳のぶお励ます会青 柳 信 雄 後 援 会政 治 団 体 の 名 称

青 柳 信 雄 後 援 会

冨 樫 秀 世阿 部 貞 義代 表 者
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山形県選挙管理委員会告示第97号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により、次のとおり政治団体でなくなった旨の届出

があった。

　　平成17年６月10日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会　　　　　 

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　その他の政治団体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第98号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により提出のあった平成14年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成17年６月10日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会　　　　　 

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

平成     
17. 4.26

佐 藤　 勉後 藤　 俊会 計 責 任 者後 藤 孝 也 後 援 会

平成     
17. 4.27

佐 藤 君 男菅 原 徳 明代 表 者牧耕三郎を「励ます会」

政治団体でなくなった年月日政治団体でなくなった理由政 治 団 体 の 名 称

平成17. 2. 1解　　　　散佐竹ふみあきをはげます会

平成17. 3.30解　　　　散欅青会

同解　　　　散青柳ただし後援会

同解　　　　散長岡周眞後援会

平成17. 3.31解　　　　散小野仁後援会

同解　　　　散蔵王山麓を守る会

同解　　　　散長岡しげる後援会

平成17. 4.20解　　　　散斉藤昌助政治経済研究所

平成17. 5.10解　　　　散竹田よしひこを応援するみんなの会
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山形県選挙管理委員会告示第99号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により提出のあった平成15年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成17年６月10日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会　　　　　 

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

（その他の政治団体）単位：円

毛屋実後援会政 治 団 体 の 名 称

17. 4. 7報告年月日

156,117収入総額

4,117　　前年繰越額

152,000　　本年収入額

148,940支出総額

本年収入の内訳

152,000

152

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

4,410　経常経費

4,410

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

144,530　政治活動費

144,530

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無資産等の有無
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山形県選挙管理委員会告示第100号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により提出のあった平成16年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成17年６月10日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会　　　　　 

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

（資金管理団体）単位：円

小野仁後援会政 治 団 体 の 名 称

17. 4.28報告年月日

0収入総額

0　　前年繰越額

0　　本年収入額

0支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

0　政治活動費

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無資産等の有無
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（資金管理団体）　 　　　   　　　　　　　　　　　　　　単位：円

小野仁後援会
斉藤昌助政治経

済研究所
欅青会

長岡しげる後援

会
政 治 団 体 の 名 称

17. 4.2817. 4.2217. 4.2217. 4.14報告年月日

00067,463収入総額

00067,463　　前年繰越額

0000　　本年収入額

0000支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0000　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

0000　政治活動費

0000

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無無資産等の有無
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（その他の政治団体）　　   　　　　　　　　　　　　　　単位：円

蔵王山麓を守る

会

青柳ただし後援

会

佐竹ふみあきを

はげます会

竹田よしひこを
応援するみんな
の会

政 治 団 体 の 名 称

17. 4.2517. 4.2217. 4. 117. 3.30報告年月日

0103,63303,500収入総額

0103,63303,500　　前年繰越額

0000　　本年収入額

0000支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0000　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

0000　政治活動費

0000

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無無資産等の有無
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山形県選挙管理委員会告示第101号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により提出のあった平成17年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成17年６月10日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会　　　　　 

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

（その他の政治団体）単位：円

長岡周眞後援会政 治 団 体 の 名 称

17. 4.28報告年月日

0収入総額

0　　前年繰越額

0　　本年収入額

0支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

0　政治活動費

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無資産等の有無
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（資金管理団体）　 　　　   　　　　　　　　　　　　　　単位：円

小野仁後援会
斉藤昌助政治経

済研究所
欅青会

長岡しげる後援

会
政 治 団 体 の 名 称

17. 4.2817. 4.2217. 4.2217. 4.14報告年月日

00067,463収入総額

00067,463　　前年繰越額

0000　　本年収入額

0000支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0000　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

0000　政治活動費

0000

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無無資産等の有無
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（その他の政治団体）　　   　　　　　　　　　　　　　　単位：円

長岡周眞後援会
蔵王山麓を守る

会

青柳ただし後援

会

佐竹ふみあきを

はげます会
政 治 団 体 の 名 称

17. 4.2817. 4.2517. 4.2217. 4. 1報告年月日

00103,6330収入総額

00103,6330　　前年繰越額

0000　　本年収入額

0000支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0000　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

0000　政治活動費

0000

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無無資産等の有無
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山形県選挙管理委員会告示第102号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第２項の規定により、公職の候補者から次のとおり資金管理団体

の指定の届出があった。

　　平成17年６月10日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

（その他の政治団体）単位：円

竹田よしひこを
応援するみんな
の会

政 治 団 体 の 名 称

17. 5.18報告年月日

3,500収入総額

3,500　　前年繰越額

0　　本年収入額

0支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

0　政治活動費

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無資産等の有無
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山形県選挙管理委員会告示第103号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項の規定により、公職の候補者から次のとおり資金管理団

体の指定を取り消した旨の届出があった。

　　平成17年６月10日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会　　　　　 

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

  公　　　　　告  

　山形県産業科学館の指定管理者を次のとおり募集する。

　　平成17年６月10日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　募集する施設の名称及び所在地

　(1) 名　称　山形県産業科学館

　(2) 所在地　山形市城南町一丁目16番１号　霞城セントラル内

２　指定の期間

　　平成18年４月１日から平成21年３月31日まで

３　申請者に必要な資格

　　法人その他の団体で、次に掲げる要件をすべて満たすものであること。

　(1) 一般競争入札の参加資格を失っていないこと（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第２

項）。

　(2) 山形県から指名停止措置を受けていないこと。

　(3) 県税その他の租税の滞納がないこと。

　(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく更生又は再生手続を

行っていないこと。

　(5) 山形県内に主たる事務所を有するものであること。

４　申請書の受付期間及び受付方法

　(1) 受付期間　平成17年７月６日(水)から同月11日(月)まで（土曜日及び日曜日を除く。）の午前８時30分から午

後５時までとする。

　　　なお、郵送の場合は、簡易書留郵便等の確実な方法によるものとし、平成17年７月11日(月)までの消印のあ

るものに限り、受け付ける。

届 出 年 月 日代表者の氏名主たる事務所の所在地
資金管理団体

の名称　　　
公 職 の 種 類届出者の氏名

平成17. 4.28小 野　 仁
山形市城南町二丁目２番

17号
小野仁後援会

山形市議会議

員
小 野　 仁

　　指 定 取 消 年 月 日　　　　資 金 管 理 団 体 の 名 称　　公職の候補者の氏名

平成17. 3.30欅青会青 柳　 忠

平成17. 3.31小野仁後援会小 野　 仁

同長岡しげる後援会長 岡　 繁

平成17. 4.20斉藤昌助政治経済研究所斉 藤 昌 助
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　(2) 受付方法　下記に持参又は郵送すること。

　　　山形県商工労働観光部工業振興課企業振興担当

　　　郵便番号990－8570　山形市松波二丁目８番１号

　　　電話番号023－630－2369

５　募集要項等

　(1) 詳細は、山形県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年３月県条例第11号）、山形

県産業科学館条例（平成12年10月県条例第72号）、山形県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条

例施行規則（平成17年３月県規則第８号）及び募集要項によること。

　(2) 募集要項の配布期間は、平成17年６月10日(金)から同年７月11日(月)まで（土曜日及び日曜日を除く。）の午

前８時30分から午後５時までとし、配布場所は４(2)に掲げる場所とする。なお、募集要項の郵送を希望する場

合は、４(2)に掲げる場所に問い合わせること。また、山形県のホームページの商工労働観光部工業振興課の

ページからも入手することができる。

　(3) その他、この募集に関する問い合わせは、４(2)に掲げる担当に行うこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県観光情報センターの指定管理者を次のとおり募集する。

　　平成17年６月10日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　募集する施設の名称及び所在地

　(1) 名　称　山形県観光情報センター

　(2) 所在地　山形市城南町一丁目16番１号　霞城セントラル内

２　指定の期間

　　平成18年４月１日から平成21年３月31日まで

３　申請者に必要な資格

　　法人その他の団体で、次に掲げる要件をすべて満たすものであること。

　(1) 一般競争入札の参加資格を失っていないこと（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第２

項）。

　(2) 山形県から指名停止措置を受けていないこと。

　(3) 県税その他の租税の滞納がないこと。

　(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）、民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく更生又は再生手続を行っ

ていないこと。

　(5) 山形県内に主たる事務所を有すること。

４　申請書の受付期間及び受付方法

　(1) 受付期間　平成17年７月５日(火)から同月11日(月)まで（土曜日及び日曜日を除く。）の午前８時30分から午

後５時までとする。

　　　なお、郵送の場合は、簡易書留郵便等の確実な方法によるものとし、平成17年７月11日(月)までの消印のあ

るものに限り受け付ける。

　(2) 受付方法　下記に持参又は郵送すること。

　　　山形県商工労働観光部観光振興課観光振興担当

　　　郵便番号990－8570　山形市松波二丁目８番１号

　　　電話番号023－630－2911

５　募集要項等

　(1) 詳細は、山形県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年３月県条例第11号）、山形

県観光情報センター条例（平成12年10月県条例第73号）、山形県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関

する条例施行規則（平成17年３月県規則第８号）及び募集要項によること。

　(2) 募集要項の配布期間は、平成17年６月10日(金)から同年７月４日(月)まで（土曜日及び日曜日を除く。）の午

前８時30分から午後５時までとし、配付場所は４(2)に掲げる場所とする。なお、募集要項の郵送を希望する場

合は、４(2)に掲げる場所に問い合わせること。また、山形県のホームページの商工労働観光部観光振興課の

ページからも入手することができる。

　(3) その他、この募集に関する問い合わせは、４(2)に掲げる担当に行うこと。
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　山形県国民宿舎竜山荘の指定管理者を次のとおり募集する。

　　平成17年６月10日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　募集する施設の名称及び所在地

　(1) 名　称　山形県国民宿舎竜山荘

　(2) 所在地　山形市蔵王温泉字川前938番の４

２　指定の期間

　　平成18年４月１日から平成21年３月31日まで

３　申請者に必要な資格

　　法人その他の団体で、次に掲げる要件をすべて満たすものであること。

　(1) 一般競争入札の参加資格を失っていないこと（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第２

項）。

　(2) 山形県から指名停止措置を受けていないこと。

　(3) 県税その他の租税の滞納がないこと。

　(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）、民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく更生又は再生手続を行っ

ていないこと。

　(5) 山形県内に主たる事務所を有すること。

４　申請書の受付期間及び受付方法

　(1) 受付期間　平成17年７月５日(火)から同月11日(月)まで（土曜日及び日曜日を除く。）の午前８時30分から午

後５時までとする。

　　　なお、郵送の場合は、簡易書留郵便等の確実な方法によるものとし、平成17年７月11日(月)までの消印のあ

るものに限り、受け付ける。

　(2) 受付方法　下記に持参又は郵送すること。

　　　山形県商工労働観光部観光振興課観光企画担当

　　　郵便番号990-8570　山形市松波二丁目８番１号

　　　電話番号023-630-2374

５　募集要項等

　(1) 詳細は、山形県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年３月県条例第11号）、山形

県国民宿舎条例（昭和39年10月県条例第76号）、山形県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

施行規則（平成17年３月県規則第８号）及び募集要項によること。

　(2) 募集要項の配布期間は、平成17年６月10日(金)から同年７月４日(月)まで（土曜日及び日曜日を除く。）の午

前８時30分から午後５時までとし、配布場所は４(2)に掲げる場所とする。なお、募集要項の郵送を希望する場

合は、４(2)に掲げる場所に問い合わせること。また、山形県のホームページの商工労働観光部観光振興課の

ページからも入手することができる。

　(3) その他、この募集に関する問い合わせは、４(2)に掲げる担当に行うこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県県民の海・プールの指定管理者を次のとおり募集する。

　　平成17年６月10日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　募集する施設の名称及び所在地

　(1) 名　称　山形県県民の海・プール

　(2) 所在地　鶴岡市大字下川字龍花崎41番地86

２　指定の期間

　　平成18年４月１日から平成21年３月31日まで

３　申請者に必要な資格

　　法人その他の団体で、次に掲げる要件をすべて満たすものであること。

　(1) 一般競争入札の参加資格を失っていないこと（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第２

項）。

　(2) 山形県から指名停止措置を受けていないこと。

　(3) 県税その他の租税の滞納がないこと。
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　(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）、民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく更生又は再生手続を行っ

ていないこと。

４　申請書の受付期間及び受付方法

　(1) 受付期間　平成17年７月５日(火)から同月11日(月)まで（土曜日及び日曜日を除く。）の午前８時30分から午

後５時までとする。

　　　なお、郵送の場合は、簡易書留郵便等の確実な方法によるものとし、平成17年７月11日(月)までの消印のあ

るものに限り、受け付ける。

　(2) 受付方法　下記に持参又は郵送すること。

　　　山形県商工労働観光部観光振興課観光企画担当

　　　郵便番号990-8570　山形市松波二丁目８番１号

　　　電話番号023-630-2374

５　募集要項等

　(1) 詳細は、山形県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年３月県条例第11号）、山形

県県民の海・プール条例（平成12年３月県条例第26号）、山形県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関

する条例施行規則（平成17年３月県規則第８号）及び募集要項によること。

　(2) 募集要項の配布期間は、平成17年６月10日(金)から同年７月４日(月)まで（土曜日及び日曜日を除く。）の午

前８時30分から午後５時までとし、配布場所は４(2)に掲げる場所とする。なお、募集要項の郵送を希望する場

合は、４(2)に掲げる場所に問い合わせること。また、山形県のホームページの商工労働観光部観光振興課の

ページからも入手することができる。

　(3) その他、この募集に関する問い合わせは、４(2)に掲げる担当に行うこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　道路交通法（昭和35年法律第105号）第99条の２第４項第１号イ及び同法第99条の３第４項第１号イの規定による

技能検定員審査及び教習指導員審査を次のとおり実施する。

　　平成17年６月10日

山 形 県 公 安 委 員 会 　　　　　　　　

委 員 長　　吉　　　田　　　美　智　子

１　審査の種類

　(1) 技能検定員審査 

　　ア　技能検定員審査（大型）

　　イ　技能検定員審査（普通）

　　ウ　技能検定員審査（大特）

　　エ　技能検定員審査（大自二）

　　オ　技能検定員審査（普自二）

　　カ　技能検定員審査（牽引）

　　キ　技能検定員審査（大型二種）

　　ク　技能検定員審査（普通二種）

　(2) 教習指導員審査

　　ア　教習指導員審査（大型）

　　イ　教習指導員審査（普通）

　　ウ　教習指導員審査（大特）

　　エ　教習指導員審査（大自二）

　　オ　教習指導員審査（普自二）

　　カ　教習指導員審査（牽引）

　　キ　教習指導員審査（大型二種）

　　ク　教習指導員審査（普通二種）

２　審査の期日及び場所

　(1) 期　日

　　　平成17年７月11日(月)から同月15日(金)までの日の午前８時30分から午後５時まで

　(2) 場　所

　　　天童市大字高擶1300番地　山形県総合交通安全センター    　　　　　　　　　　
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３　審査の申請手続　

　(1) 申請手続

　　　審査を受けようとする者は、審査申請書に山形県指定自動車教習所規程（昭和53年６月県公安委員会告示第

15号）第５条に規定する書類を添えて、山形県警察本部交通部運転免許課（以下「運転免許課」という。）に提

出すること。

　(2) 申請の受付期間及び受付時間

　　　平成17年６月20日(月)から同年６月24日(金)までの日の午前８時30分から午後５時まで

４　審査手数料

　　審査手数料は、山形県手数料条例（平成12年３月県条例第８号）第２条第２項第８号及び第10号に規定する額

とする。

５　そ　の　他

　　詳細については、運転免許課（電話023-655-2150）に問い合わせること。
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